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試験と調査書ならびに経済的事情などを考慮して、特典（免除）Ａ～Ｃのいずれかを与えます。
なお、折込ページの募集定員等一覧表の特典欄をご覧ください。

入学金・施設設備費・授業料（3年間）・設備維持費（3年間）免除
入学金・施設設備費・授業料（3年間）免除
入学金・施設設備費免除

特典A
特典B
特典C

●１：入学金（入学時納入金）＜50,000円＞
●２：施設設備費（入学時納入金）＜100,000円＞

●３：授業料（所定の授業料から就学支援金および上乗せ補助を除いた額）
●４：設備維持費＜年額168,000円＞

※特典対象者も、就学支援金の申請を行う必要があります。入学時および在学中において就学支援金にかかわる手続きを怠った場合は特典
対象者から除外される場合がありますので十分に注意してください。

　就学支援金とは、国による返還不要の授業料支援の制度で、全国の約8割の生徒が利用しています。支給額は下記【算定
基準額の計算式】により判定されます。
　なお、本学園では入学前に課税証明書をご提出いただいて支給額を予測し、4月当初からこれを差し引いて納付金を徴収
しています。
【算定基準額の計算式】

市町村民税の課税標準額 × 0.06（６％） ― 市町村民税の調整控除の額
※親権者2名分の「就学支援金算定基準額」の合計額で判定する。ひとり親の場合は親権者1名で判定します。
※「市町村民税の調整控除の額」は、政令指定都市の場合、その額に3/4を乗じて計算します。

上記の算出額が
154,500円未満
154,500円以上　304,200円未満
304,200円以上

支給区分
加算あり
加算なし
所得制限

支給額

396,000円（月額 33,000円）
118,800円（月額   9,900円）

0円（支給なし）　　　

➡
➡
➡

※支給額は、私立高校（全日制）の場合。
※子について、中学生以下は15歳以下、高校生は16～18歳、大学生は19～22歳とする。
※給与所得以外の収入はないものとし、両親共働きの場合、両親の収入は同額として計算している。

ご自身の課税標準額などはマイナポータルで「あなたの情報」
から確認できます。（マイナンバーカードが必要です。）

【世帯の年収目安】 あくまでも目安です。正しくは上記の計算式により決定されます。

マイナポータルHP

　保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、
従前得ていた収入を得ることができない場合にも就学支援金が支給されます。入学前に家計急変事由が発生した場合も、収入が
減少した状態が入学時に継続していれば対象となります。
主な要件：家計急変事由に該当＋保護者等の年収が約590万円未満相当まで減少
支給限度額：月33,000円
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※入学金の減免手続きは、本校入学者が対象者となります。（他校へ入学する場合には、その高校にお問い合わせください。）




